
○内容： 「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」（第１９３回国会で成立。平成２９年４月２１日公
布）附則第１条の規定に基づき、液化天然ガス等燃料船の船員資格等に関する規定の施行期日を「平成
２９年１０月１日」とする。

○公布：平成２９年６月１６日

《参考：施行期日》
○附則第１条第２号 海上労働証書に係る検査項目の追加に関する規定 平成２９年１１月１８日
○附則第１条第３号 特定海域航行船舶（北極水域等）の船員資格に関する規定 平成３０年 ７月 １日（予定）
○附則第１条第４号 海上労働証書の有効期間の延長に関する規定 平成３１年 １月 ８日（予定）

○内容： 「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」（同上）の施行に伴い、船員法関係手数料令の改正
を行う。具体的には、海上運送法第３９条の５第４項の規定による検査を受けた船舶について船員法
第１００条の６第１項の検査（以下「臨時検査」という。）を受けようとする場合等における手数料
の額を定める。

（１）海上運送法第３９条の５第４項の規定による検査を受けた船舶についての臨時検査：52,100円
（２）上記以外の船舶についての臨時検査：54,900円

○公布：平成２９年 ６月１６日

○施行：平成２９年１０月 １日

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」関連の政令として、今般、以下の２政令を制定・公布

資料１
海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等について（報告）

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」（船員関係）

「海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令」（船員関係）
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